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塩尻市地域公共交通協議会規約 

 

 （設置） 

第１条 塩尻市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第

１項の規定に基づき、塩尻市地域公共交通網形成計画(以下「網形成計画」という。)

の作成及び実施に関する協議を行うために設置する。 

 （事務所） 

第２条 協議会の事務所は、塩尻市大門七番町３番３号塩尻市役所内に置く。 

 （事業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、実施する。 

 （1）網形成計画の作成及び変更に関すること。 

 （2）網形成計画の実施に関すること。 

 （3）網形成計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

（4）前３号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（1）塩尻市長（以下「市長」という。） 

（2）一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般旅客自動車運送事業者並びにその組織

する団体 

（3）住民又は利用者の代表者 

（4）国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 

（5）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

（6）長野県警察 

（7）道路管理者 

（8）学識経験者 

（9）市職員 

（10）その他市長が必要と認める者 

 （役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

 （1）会長  １人 

 （2）副会長 １人 

 （3）監査員 ２人 

２ 会長は、市長とし、協議会を代表する。 

３ 会長、副会長及び監査員は、相互に兼ねることはできない。 

４ 副会長及び監査員は、委員のうちから会長が指名する。 
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５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

６ 監査員は、協議会の会計を監査する。 

 （委員の任期） 

第６条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 

（事務局） 

第７条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、塩尻市の交通施策を担当する課に置く。 

３ 会長は、前項に掲げる課のほか、網形成計画の作成及び実施に関連する課等を事務

局に参加させることができる。 

４ 事務局の処務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 （会議及び運営等） 

第８条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 会議は、公開とする。ただし、特別な事情があると認められる協議については、こ

れを公開しないことができる。 

６ 会長は、会議の内容が軽微な場合又は緊急その他やむを得ない事情により会議を 

開催することが困難な場合は、書面協議により議決をすることができる。この場合に 

おいて、第２項及び第４項の規定を準用する。 

（協議結果の尊重義務） 

第９条 協議会で議決された事項については、委員はその結果を尊重し、当該事項の誠

実な実施に努めるものとする。 

 （議事録） 

第１０条 協議会の議事については、議事録を作成するものとする。 

２ 議事録は、当日出席した委員の中から、その会議において選任された議事録署名人

２名以上が署名押印しなければならない。 

 （部会） 

第１１条 協議会は、第３条各号に掲げる事項について、協議又は調整をするため、必

要に応じ部会を置くことができる。 

２ 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
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（財務に関する事項） 

第１２条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるもの

とする。 

２ 各会計年度における歳出は、その年度の収入をもって、これに充てなければならな

い。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必

要な事項は、会長が別に定める。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第１３条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切 

 り、会長であったものがこれを決算する。 

 （規約の変更） 

第１４条 この規約を変更する場合は、協議会の承認を得なければならない。 

 （補足） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別 

に定める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和元年６月２７日から施行する。 
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塩尻市地域公共交通会議兼塩尻市地域公共交通協議会　名簿

NO 区分 所属 役職 氏　　　名

主宰 塩尻市 会長 小口　利幸

1 一般乗合旅客自動車運送事業者 アルピコタクシー㈱松本支社 副支社長 柳沢　賢一

2 一般乗合旅客自動車運送事業者　（元） アルピコ交通㈱中南信支社　 支社長 二條　宏昭

3 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体 塩尻地区タクシー協議会代表 代表 小林　博明

4 一般旅客自動車運送事業者 辰野タクシー㈱ 代表取締役 飯澤　和也

5 一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体 信州アルピコタクシー労働組合 塩尻副支部長 中村　英樹

6 市内で運行している路線バス事業者 大新東株式会社松本営業所 担当 櫻井　利朗

7 住民又は利用者の代表者 大門地区区長会 会長 千葉　周一

8 住民又は利用者の代表者 塩尻東地区区長会 会長 鈴木　澄生

9 住民又は利用者の代表者 片丘地区区長会 会長 須澤　剛

10 住民又は利用者の代表者 広丘地区区長会 会長 今井　英雄

11 住民又は利用者の代表者 高出地区区長会 会長 小林　清人

12 住民又は利用者の代表者 吉田地区区長会 副会長 赤津　政義

13 住民又は利用者の代表者 洗馬地区区長会 会長 上條　勝

14 住民又は利用者の代表者 宗賀地区区長会 会長 松原　範雄

15 住民又は利用者の代表者 北小野地区区長会 会長 古厩　一

16 住民又は利用者の代表者 楢川地区区長会 会長 橋戸　勝

17 住民又は利用者の代表者 塩尻市友愛クラブ 会長 荻上　弘美

18 住民又は利用者の代表者 辰野町小野区 区長 宇治　元一

19 学識経験者 長野工業高等専門学校 教授 柳沢　吉保

20 国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 国土交通省北陸信越運輸局交通企画課 課長 佐々木　凜太郎

21 国土交通省北陸信越運輸局長又はその指名する者 国土交通省北陸信越運輸局 長野運輸支局 首席運輸企画専門官 芦澤　千恵子

22 道路管理者 国土交通省関東地方整備局 長野国道事務所 副所長 畦地　拓也

23 道路管理者 飯田国道事務所 木曽維持出張所 所長 上田　昌宏

24 道路管理者 松本建設事務所 維持管理課 課長 丸山　泰正

25 道路管理者 松本市 建設部維持課 課長 百瀬　信

26 道路管理者 辰野町 建設水道課 課長 宮原　利明

27 道路管理者 塩尻市 建設事業部建設課 課長 細井　良彦

28 長野県警察 塩尻警察署 交通課 課長 今溝　隆

29 長野県の関係行政機関の職員 長野県 企画振興部交通政策課 課長 小林　伸行

30 長野県の関係行政機関の職員 松本地域振興局 企画振興課 課長 兵藤　裕一

31 市職員 塩尻市 建設事業部 部長 中野　昭彦

32 その他市長が必要と認める者 長野県バス協会 専務理事 松井　道夫

33 その他市長が必要と認める者 東日本旅客鉄道（株）塩尻駅 駅長 小林　雅秀

34 その他市長が必要と認める者 塩尻市PTA連合会 会長 松山　茂

35 その他市長が必要と認める者 塩尻市社会福祉協議会 会長 伊藤　高良

36 その他市長が必要と認める者 塩尻商工会議所 副会頭 浜　行雄

37 その他市長が必要と認める者 塩尻市観光協会 会長 塩原　悟文

塩尻市地域公共交通協議会事務局　

事務局長　塩尻市都市計画課長　曽根原　博

塩尻市都市計画課、経営戦略課、観光課、教育総務課、こども課、福祉課、長寿課
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1
4

3
8
0
,4

9
8

8
5
,7

5
6

9
4
,8

5
9

9
3
,2

5
6

2
,4

6
9
,4

1
4

4
5
6
,8

7
3

2
2
,8

7
0

4
7
9
,7

4
3

2
,9

4
9
,1

5
7

こ
れ

ま
で

の
乗

客
数

ピ
ー

ク
時

の
人

数
※

平
成

１
１

年
　

　
試

行
運

行
開

始
※

平
成

１
３

年
　

　
４

月
本

格
運

行
※

平
成

１
７

年
度

　
日

祝
日

運
行

開
始

（
４

月
１

日
～

）
※

平
成

１
８

年
度

　
中

心
市

街
地

循
環

線
試

行
運

行
開

始
（

１
０

月
２

０
日

～
）

※
平

成
１

９
年

度
　

北
部

線
、

勝
弦

線
試

行
運

行
開

始
、

中
心

市
街

地
循

環
線

経
路

変
更

、
一

部
路

線
を

除
き

日
・

祝
日

運
休

（
１

０
月

１
日

～
）

※
平

成
２

０
年

度
　

片
丘

線
、

洗
馬

線
、

循
環

線
一

部
改

正
、

勝
弦

線
バ

ス
停

追
加

（
１

２
月

１
５

日
～

）

※
平

成
２

５
年

度
　

広
丘

駅
循

環
線

一
部

経
路

変
更

、
農

協
ワ

イ
ナ

リ
ー

バ
ス

停
追

加
（

５
月

１
日

～
）

小
計

※
令

和
元

年
度

　
　

み
ど

り
湖

・
東

山
線

バ
ス

停
名

変
更

「
み

ど
り

湖
入

口
」

→
「

サ
ン

サ
ン

ワ
イ

ナ
リ

ー
南

」
、

塩
尻

東
線

新
規

バ
ス

停
設

置
「

み
ど

り
湖

花
公

園
」

、
広

丘
駅

循
環

線
一

部
経

路
変

更
、

楢
川

線
一

部
ダ

イ
ヤ

改
正

小
計

合
計

※
平

成
３

０
年

度
　

片
丘

線
中

信
松

本
病

院
経

由
コ

ー
ス

名
称

変
更

、
一

部
経

路
変

更
及

び
一

部
バ

ス
停

廃
止

、
塩

尻
東

線
一

部
経

路
変

更
、

中
心

市
街

地
循

環
線

日
曜

・
祝

日
便

廃
止

　
　

　
　

　
　

　
　

一
部

経
路

変
更

、
塩

尻
北

部
線

増
便

３
便

→
４

便
、

楢
川

線
デ

マ
ン

ド
便

一
部

経
路

変
更

及
び

一
部

バ
ス

停
廃

止
、

そ
の

他
軽

微
な

時
刻

の
変

更
、

バ
ス

停
名

の
見

直
し

等

※
平

成
２

８
年

度
　

広
丘

駅
循

環
線

一
部

経
路

変
更

、
中

心
市

街
地

循
環

線
一

部
経

路
変

更
、

楢
川

線
経

路
一

部
変

更
、

回
数

券
導

入
（

４
月

１
日

～
）

、
広

丘
駅

循
環

線
一

部
経

路
変

更
（

１
０

月
１

日
～

）

４
条

路
線

自
家

用
有

償
運

送

　
　

　
　

　
　

　
 
 
北

小
野

線
、

塩
尻

東
線

、
中

心
市

街
地

循
環

線
（

西
廻

り
）

一
部

経
路

変
更

※
平

成
２

２
年

度
　

洗
馬

線
-
早

朝
便

増
便

、
み

ど
り

湖
東

山
線

-
花

公
園

廃
止

、
広

丘
吉

田
線

-
広

丘
駅

循
環

線
路

線
に

改
名

・
経

路
変

更
、

中
心

市
街

地
循

環
線

-
５

→
４

便
、

　
　

　
　

　
　

　
　

塩
尻

北
部

線
-
２

→
３

便
、

楢
川

線
-
一

部
経

路
変

更
（

４
月

５
日

～
）

※
平

成
２

４
年

度
　

勝
弦

線
廃

止
、

北
小

野
線

新
設

、
片

丘
線

運
行

経
路

変
更

、
洗

馬
線

一
部

経
路

変
更

、
み

ど
り

湖
・

東
山

線
-
運

行
時

間
変

更
及

び
減

便
５

便
→

４
．

５
便

、
　

　
　

　
　

　
　

　
中

心
市

街
地

循
環

線
減

便
‐

４
便

→
３

便
、

楢
川

線
（

ス
ク

ー
ル

併
用

便
）

減
便

※
平

成
２

７
年

度
　

洗
馬

線
、

塩
尻

東
線

一
部

経
路

変
更

、
広

丘
駅

循
環

線
一

部
経

路
変

更
、

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

広
丘

バ
ス

停
追

加
、

北
小

野
線

一
部

経
路

変
更

及
び

増
便

 
３

便
→

４
便

（
４

月
１

日
～

）

年
 度
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 0

 2
0,

00
0

 4
0,

00
0

 6
0,

00
0

 8
0,

00
0

 1
00

,0
0
0

 1
20

,0
0
0

 1
40

,0
0
0

 1
60

,0
0
0

 1
80

,0
0
0

１
１

年
度

 １
２

年
度

 １
３

年
度

 １
４

年
度

 １
５

年
度

 １
６

年
度

 １
７

年
度

 １
８

年
度

 １
９

年
度

 ２
０

年
度

 ２
１

年
度

 ２
２

年
度

 ２
３

年
度

 ２
４

年
度

 ２
５

年
度

 ２
６

年
度

 ２
７

年
度

 ２
８

年
度

 ２
９

年
度

 ３
０

年
度

 元
年

度
 

年
度

別
地

域
振

興
バ

ス
利

用
者

数
 

片
丘

線
 

楢
川

線
 

北
小

野
線

 

塩
尻

北
部

線
 

中
心

市
街

地
循

環
線

 

広
丘

駅
循

環
線

 

宗
賀

線
 

み
ど

り
湖

･東
山

線
 

塩
尻

東
線

 

洗
馬

線
 

勝
弦

線
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片
丘

線
洗

馬
線

塩
尻

東
線

み
ど

り
湖

東
山

線
宗

賀
線

広
丘

駅
循

環
線

中
心

市
街

地
循

環
線

塩
尻

北
部

線
北

小
野

小
計

楢
川

線
小

計

8
7
1

1
,3

8
0

1
,0

5
1

7
4
9

1
,1

8
6

1
,2

3
8

4
6
7

9
8
3

1
,3

5
3

9
,2

7
8

2
,6

6
7

2
,6

6
7

1
1
,9

4
5

7
9
3

1
,3

2
2

9
7
7

6
1
0

1
,0

5
3

1
,0

7
2

4
9
6

1
0
3
2

1
,4

3
5

8
,7

9
0

2
,5

7
1

2
,5

7
1

1
1
,3

6
1

8
3
9

1
,4

3
3

1
,1

8
5

7
7
2

1
,1

0
2

1
,1

2
2

4
9
2

1
1
5
8

1
,2

9
7

9
,4

0
0

2
,5

9
1

2
,5

9
1

1
1
,9

9
1

8
2
0

1
,4

2
5

1
,2

3
1

7
8
8

1
,2

3
8

1
,1

8
6

5
4
2

1
2
4
7

1
,4

0
4

9
,8

8
1

2
,6

9
2

2
,6

9
2

1
2
,5

7
3

7
7
6

1
,4

6
5

1
,1

6
5

7
5
8

1
,1

6
6

1
,0

2
5

5
3
4

1
1
5
5

1
,5

1
3

9
,5

5
7

2
,5

9
8

2
,5

9
8

1
2
,1

5
5

7
4
5

1
,3

4
4

1
,0

6
9

6
4
5

1
,0

4
9

1
,1

1
0

4
6
6

1
0
4
8

1
,4

3
3

8
,9

0
9

2
,5

8
1

2
,5

8
1

1
1
,4

9
0

7
5
4

1
,3

7
5

1
,0

7
5

6
6
4

1
,2

6
3

1
,0

9
1

4
9
7

1
1
3
3

1
,3

7
4

9
,2

2
6

2
,4

6
9

2
,4

6
9

1
1
,6

9
5

6
7
7

1
,3

8
4

9
1
0

6
7
0

1
,1

6
7

1
,2

1
6

4
4
3

1
1
6
9

1
,5

0
1

9
,1

3
7

2
,4

3
1

2
,4

3
1

1
1
,5

6
8

6
9
2

1
,2

5
5

9
5
2

7
2
0

1
,2

3
7

1
,2

6
0

4
6
4

1
2
3
5

1
,0

1
1

8
,8

2
6

2
,5

1
4

2
,5

1
4

1
1
,3

4
0

6
4
4

1
,1

5
7

8
5
0

6
6
2

1
,0

6
6

1
,0

4
5

3
5
7

1
0
3
2

9
0
1

7
,7

1
4

2
,1

0
1

2
,1

0
1

9
,8

1
5

7
3
3

1
,1

7
8

8
8
8

6
6
4

9
9
6

1
,0

4
4

4
0
2

1
0
7
9

9
5
3

7
,9

3
7

2
,2

2
6

2
,2

2
6

1
0
,1

6
3

6
4
9

9
7
0

9
2
6

5
5
7

1
,0

4
9

8
7
4

3
3
7

8
9
9

8
8
1

7
,1

4
2

1
,9

0
4

1
,9

0
4

9
,0

4
6

8
,9

9
3

1
5
,6

8
8

1
2
,2

7
9

8
,2

5
9

1
3
,5

7
2

1
3
,2

8
3

5
,4

9
7

1
3
,1

7
0

1
5
,0

5
6

1
0
5
,7

9
7

2
9
,3

4
5

2
9
,3

4
5

1
3
5
,1

4
2

1日
あ

た
り

平
均

乗
車

人
数

3
0
.6

9
5
3
.5

4
4
1
.9

1
2
8
.1

9
4
6
.3

2
4
5
.3

3
1
8
.7

6
4
4
.9

5
4
4
.0

2
3
9
.3

0
8
1
.2

9
8
1
.2

9
6
0
.3

0
1便

あ
た

り
平

均
乗

車
人

数
6
.1

4
1
0
.7

1
8
.3

8
6
.2

6
9
.2

6
9
.0

7
3
.1

3
1
1
.2

4
1
1
.0

1
8
.3

5
1
4
.7

8
1
4
.7

8
1
1
.5

7
【
前

年
同

期
と

の
比

較
】

片
丘

線
洗

馬
線

塩
尻

東
線

み
ど

り
湖

東
山

線
宗

賀
線

広
丘

駅
循

環
線

中
心

市
街

地
循

環
線

塩
尻

北
部

線
北

小
野

小
計

楢
川

線
小

計

9
,9

7
3

1
5
,0

3
4

1
2
,5

2
3

9
,9

8
0

1
3
,6

8
6

1
3
,9

9
6

6
,0

6
4

1
3
,6

3
4

1
5
,2

6
5

1
1
0
,1

5
5

3
2
,5

5
9

3
2
,5

5
9

1
4
2
,7

1
4

8
,9

9
3

1
5
,6

8
8

1
2
,2

7
9

8
,2

5
9

1
3
,5

7
2

1
3
,2

8
3

5
,4

9
7

1
3
,1

7
0

1
5
,0

5
6

1
0
5
,7

9
7

2
9
,3

4
5

2
9
,3

4
5

1
3
5
,1

4
2

▲
 9

8
0

6
5
4

▲
 2

4
4

▲
 1

,7
2
1

▲
 1

1
4

▲
 7

1
3

▲
 5

6
7

▲
 4

6
4

▲
 2

0
9

▲
 4

,3
5
8

▲
 3

,2
1
4

▲
 3

,2
1
4

▲
 7

,5
7
2

▲
 9

.8
3

4
.3

5
▲

 1
.9

5
▲

 1
7
.2

4
▲

 0
.8

3
▲

 5
.0

9
▲

 9
.3

5
▲

 3
.4

0
▲

 1
.3

7
▲

 3
.9

6
▲

 9
.8

7
▲

 9
.8

7
▲

 5
.3

1
6
.8

1
1
0
.2

6
8
.5

5
7
.5

7
9
.3

4
9
.5

5
3
.4

5
1
1
.6

3
1
1
.1

6
8
.7

0
1
6
.4

4
1
6
.4

4
1
2
.5

7
6
.1

4
1
0
.7

1
8
.3

8
6
.2

6
9
.2

6
9
.0

7
3
.1

3
1
1
.2

4
1
1
.0

1
8
.3

5
1
4
.7

8
1
4
.7

8
1
1
.5

7
▲

 0
.6

7
0
.4

5
▲

 0
.1

7
▲

 1
.3

1
▲

 0
.0

8
▲

 0
.4

9
▲

 0
.3

2
▲

 0
.4

0
▲

 0
.1

5
▲

 0
.3

5
▲

 1
.6

6
▲

 1
.6

6
▲

 1
.0

1

対
前

年
同

期
比

 (
％

)
H

3
0
　

１
便

当
た

り
乗

車
人

数
R

1　
　

１
便

当
た

り
乗

車
人

数
増

減

４
条

路
線

自
家

用
有

償
運

送
合

計

H
3
0
　

乗
車

総
人

数
R

1
　

　
乗

車
総

人
数

増
減

１
２

月
１

月
２

月
３

月
合

計

地
域

振
興

バ
ス

 乗
車

人
数

集
計

（
路

線
別

）

令
和

元
年

度
４

条
路

線

５
月

６
月

７
月

自
家

用
有

償
運

送
合

計

４
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月
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元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

元
年
度

前
年
度

差
引

４
月

8
7
1

8
2
3

4
8
1
,3
8
0
1
,2
3
8

1
4
2
1
,0
5
1
1
,0
5
8

-
7

7
4
9

9
0
4

-
1
5
5
1
,1
8
6
1
,1
9
0

-
4
1
,2
3
8
1
,1
4
1

9
7

4
6
7

5
8
8

-
1
2
1

9
8
3

9
9
5

-
1
2
1
,3
5
3
1
,3
3
8

1
5
9
,2
7
8
9
,2
7
5

3
2
,6
6
7
2
,8
9
7

-
2
3
0
1
1
,9
4
5
1
2
,1
7
2

-
2
2
7

５
月

7
9
3

7
8
8

5
1
,3
2
2
1
,3
0
0

2
2

9
7
7
1
,0
2
3

-
4
6

6
1
0

8
5
6

-
2
4
6
1
,0
5
3
1
,1
0
7

-
5
4
1
,0
7
2
1
,1
4
7

-
7
5

4
9
6

5
2
6

-
3
0
1
,0
3
2
1
,1
4
4

-
1
1
2
1
,4
3
5
1
,4
9
7

-
6
2
8
,7
9
0
9
,3
8
8

-
5
9
8
2
,5
7
1
3
,0
1
5

-
4
4
4
1
1
,3
6
1
1
2
,4
0
3
-
1
,0
4
2

６
月

8
3
9

8
6
7

-
2
8
1
,4
3
3
1
,2
8
7

1
4
6
1
,1
8
5
1
,1
0
4

8
1

7
7
2

9
2
5

-
1
5
3
1
,1
0
2
1
,1
6
3

-
6
1
1
,1
2
2
1
,2
4
3

-
1
2
1

4
9
2

5
6
0

-
6
8
1
,1
5
8
1
,2
1
2

-
5
4
1
,2
9
7
1
,4
6
5

-
1
6
8
9
,4
0
0
9
,8
2
6

-
4
2
6
2
,5
9
1
2
,9
4
3

-
3
5
2
1
1
,9
9
1
1
2
,7
6
9

-
7
7
8

７
月

8
2
0

7
9
4

2
6
1
,4
2
5
1
,3
0
5

1
2
0
1
,2
3
1
1
,1
1
4

1
1
7

7
8
8

8
3
1

-
4
3
1
,2
3
8
1
,1
1
8

1
2
0
1
,1
8
6
1
,1
5
0

3
6

5
4
2

5
7
4

-
3
2
1
,2
4
7
1
,1
9
6

5
1
1
,4
0
4
1
,3
8
2

2
2
9
,8
8
1
9
,4
6
4

4
1
7
2
,6
9
2
2
,9
2
8

-
2
3
6
1
2
,5
7
3
1
2
,3
9
2

1
8
1

８
月

7
7
6

8
8
0

-
1
0
4
1
,4
6
5
1
,3
8
8

7
7
1
,1
6
5
1
,0
2
6

1
3
9

7
5
8

8
2
7

-
6
9
1
,1
6
6
1
,3
3
4

-
1
6
8
1
,0
2
5
1
,2
7
7

-
2
5
2

5
3
4

5
3
3

1
1
,1
5
5
1
,1
6
5

-
1
0
1
,5
1
3
1
,6
3
4

-
1
2
1
9
,5
5
7
1
0
,0
6
4

-
5
0
7
2
,5
9
8
2
,8
0
2

-
2
0
4
1
2
,1
5
5
1
2
,8
6
6

-
7
1
1

９
月

7
4
5

7
2
3

2
2
1
,3
4
4
1
,2
1
6

1
2
8
1
,0
6
9

9
5
0

1
1
9

6
4
5

7
1
5

-
7
0
1
,0
4
9
1
,0
5
4

-
5
1
,1
1
0
1
,0
1
9

9
1

4
6
6

4
5
8

8
1
,0
4
8
1
,1
6
8

-
1
2
0
1
,4
3
3
1
,2
9
9

1
3
4
8
,9
0
9
8
,6
0
2

3
0
7
2
,5
8
1
2
,6
1
0

-
2
9
1
1
,4
9
0
1
1
,2
1
2

2
7
8

１
０
月

7
5
4

8
8
2

-
1
2
8
1
,3
7
5
1
,3
4
3

3
2
1
,0
7
5
1
,1
6
7

-
9
2

6
6
4

7
7
8

-
1
1
4
1
,2
6
3
1
,1
8
8

7
5
1
,0
9
1
1
,3
3
1

-
2
4
0

4
9
7

4
8
8

9
1
,1
3
3
1
,3
4
5

-
2
1
2
1
,3
7
4
1
,4
5
7

-
8
3
9
,2
2
6
9
,9
7
9

-
7
5
3
2
,4
6
9
2
,9
5
8

-
4
8
9
1
1
,6
9
5
1
2
,9
3
7
-
1
,2
4
2

１
１
月

6
7
7

9
1
5

-
2
3
8
1
,3
8
4
1
,2
4
5

1
3
9

9
1
0
1
,0
9
0

-
1
8
0

6
7
0

7
9
0

-
1
2
0
1
,1
6
7
1
,1
3
1

3
6
1
,2
1
6
1
,2
2
3

-
7

4
4
3

5
2
6

-
8
3
1
,1
6
9
1
,1
9
1

-
2
2
1
,5
0
1
1
,2
3
4

2
6
7
9
,1
3
7
9
,3
4
5

-
2
0
8
2
,4
3
1
2
,7
4
7

-
3
1
6
1
1
,5
6
8
1
2
,0
9
2

-
5
2
4

１
２
月

6
9
2

8
7
6

-
1
8
4
1
,2
5
5
1
,2
9
3

-
3
8

9
5
2
1
,0
6
1

-
1
0
9

7
2
0

8
1
0

-
9
0
1
,2
3
7
1
,2
1
4

2
3
1
,2
6
0
1
,1
3
8

1
2
2

4
6
4

4
5
4

1
0
1
,2
3
5
1
,1
6
4

7
1
1
,0
1
1
1
,0
0
0

1
1
8
,8
2
6
9
,0
1
0

-
1
8
4
2
,5
1
4
2
,5
0
0

1
4
1
1
,3
4
0
1
1
,5
1
0

-
1
7
0

１
月

6
4
4

7
7
4

-
1
3
0
1
,1
5
7
1
,0
3
5

1
2
2

8
5
0

9
6
2

-
1
1
2

6
6
2

7
7
7

-
1
1
5
1
,0
6
6

9
6
6

1
0
0
1
,0
4
5
1
,0
5
6

-
1
1

3
5
7

4
0
9

-
5
2
1
,0
3
2

9
1
6

1
1
6

9
0
1

8
6
6

3
5
7
,7
1
4
7
,7
6
1

-
4
7
2
,1
0
1
2
,1
6
0

-
5
9
9
,8
1
5
9
,9
2
1

-
1
0
6

２
月

7
3
3

7
7
5

-
4
2
1
,1
7
8
1
,1
4
3

3
5

8
8
8

9
3
0

-
4
2

6
6
4

8
2
1

-
1
5
7

9
9
6
1
,0
7
0

-
7
4
1
,0
4
4
1
,0
2
8

1
6

4
0
2

4
3
9

-
3
7
1
,0
7
9

9
9
6

8
3

9
5
3

9
5
3

0
7
,9
3
7
8
,1
5
5

-
2
1
8
2
,2
2
6
2
,3
9
8

-
1
7
2
1
0
,1
6
3
1
0
,5
5
3

-
3
9
0

３
月

6
4
9

8
7
6

-
2
2
7

9
7
0
1
,2
4
1

-
2
7
1

9
2
6
1
,0
3
8

-
1
1
2

5
5
7

9
4
6

-
3
8
9
1
,0
4
9
1
,1
5
1

-
1
0
2

8
7
4
1
,2
4
3

-
3
6
9

3
3
7

5
0
9

-
1
7
2

8
9
9
1
,1
4
2

-
2
4
3

8
8
1
1
,1
4
0

-
2
5
9
7
,1
4
2
9
,2
8
6
-
2
,1
4
4
1
,9
0
4
2
,6
0
1

-
6
9
7
9
,0
4
6
1
1
,8
8
7
-
2
,8
4
1

計
8
,9
9
3
9
,9
7
3

-
9
8
0
1
5
,6
8
8
1
5
,0
3
4

6
5
4
1
2
,2
7
9
1
2
,5
2
3

-
2
4
4
8
,2
5
9
9
,9
8
0
-
1
,7
2
1
1
3
,5
7
2
1
3
,6
8
6

-
1
1
4
1
3
,2
8
3
1
3
,9
9
6

-
7
1
3
5
,4
9
7
6
,0
6
4

-
5
6
7
1
3
,1
7
0
1
3
,6
3
4

-
4
6
4
1
5
,0
5
6
1
5
,2
6
5

-
2
0
9
1
0
5
,7
9
7
1
1
0
,1
5
5
-
4
,3
5
8
2
9
,3
4
5
3
2
,5
5
9
-
3
,2
1
4
1
3
5
,1
4
2
1
4
2
,7
1
4
-
7
,5
7
2

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

２
年
度

前
年
度

差
引

４
月

4
2
8

8
7
1

-
4
4
3

7
8
3
1
,3
8
0

-
5
9
7

6
9
7
1
,0
5
1

-
3
5
4

3
8
6

7
4
9

-
3
6
3

7
3
2
1
,1
8
6

-
4
5
4

6
0
6
1
,2
3
8

-
6
3
2

2
0
8

4
6
7

-
2
5
9

6
9
1

9
8
3

-
2
9
2

9
1
3
1
,3
5
3

-
4
4
0
5
,4
4
4
9
,2
7
8
-
3
,8
3
4
1
,4
2
7
2
,6
6
7
-
1
,2
4
0
6
,8
7
1
1
1
,9
4
5
-
5
,0
7
4

５
月

4
1
3

7
9
3

-
3
8
0

7
2
2
1
,3
2
2

-
6
0
0

6
7
3

9
7
7

-
3
0
4

3
3
7

6
1
0

-
2
7
3

7
3
7
1
,0
5
3

-
3
1
6

5
7
7
1
,0
7
2

-
4
9
5

1
9
5

4
9
6

-
3
0
1

6
4
8
1
,0
3
2

-
3
8
4

7
3
0
1
,4
3
5

-
7
0
5
5
,0
3
2
8
,7
9
0
-
3
,7
5
8
1
,5
1
8
2
,5
7
1
-
1
,0
5
3
6
,5
5
0
1
1
,3
6
1
-
4
,8
1
1

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

計
8
4
1
1
,6
6
4

-
8
2
3
1
,5
0
5
2
,7
0
2
-
1
,1
9
7
1
,3
7
0
2
,0
2
8

-
6
5
8

7
2
3
1
,3
5
9

-
6
3
6
1
,4
6
9
2
,2
3
9

-
7
7
0
1
,1
8
3
2
,3
1
0
-
1
,1
2
7

4
0
3

9
6
3

-
5
6
0
1
,3
3
9
2
,0
1
5

-
6
7
6
1
,6
4
3
2
,7
8
8
-
1
,1
4
5
1
0
,4
7
6
1
8
,0
6
8
-
7
,5
9
2
2
,9
4
5
5
,2
3
8
-
2
,2
9
3
1
3
,4
2
1
2
3
,3
0
6
-
9
,8
8
5

４
条
路
線

合
計

全
線

宗
賀
線

広
丘
駅
循
環
線

中
心
市
街
地
循
環
線

塩
尻
北
部
線

北
小
野
線

自
家
用
有
償
運
送

片
丘
線

洗
馬
線

塩
尻
東
線

み
ど
り
湖
東
山
線

塩
尻
東
線

み
ど
り
湖
東
山
線

楢
川
線

計

楢
川
線

全
線

令
和
元
年
度
運
行
状
況
　
前
年
度
比
較

令
和
２
年
度
運
行
状
況
　
前
年
度
比
較

宗
賀
線

広
丘
駅
循
環
線

中
心
市
街
地
循
環
線

塩
尻
北
部
線

北
小
野
線

計

月 月

４
条
路
線

自
家
用
有
償
運
送

合
計

片
丘
線

洗
馬
線

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
令
和
２
年
度
の
２
か
月
間

で
前
年
度
１
年
間
の
減
少
数
を
上
回
っ
て
い
る
状
況
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自
家
用
有
償
旅
客
運
送
（
楢
川
線
）の
更
新
登
録
（
案
）に
つ
い
て

 

登
録
番
号

 
北
長
市
交
第
８
号
 

登
録
の
有
効
期
間

 
令
和
２
年
９
月
３
０
日
 

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別

 
市
町
村
運
営
有
償
運
送
：
交
通
空
白
輸
送
 

名
称
 

塩
尻
市

 

住
所
 

塩
尻
市
大
門
七
番
町
３
番
３
号
 

代
表
者
の
氏
名

 
塩
尻
市
長

 
小
口

 
利
幸
 

路
線
又
は
運
送
の
区
域

 
楢
川
線

 
（
右
図
の
と
お
り
）
 

運
送
自
動
車
の
数
及
び
種
類

 
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
３
台
（
内
予
備
車
両
１
台
）
 

運
送
し
よ
う
と
す
る
旅
客
の
範
囲

 
塩
尻
市
住
民
及
び
市
外
か
ら
の
来
訪
者
 

対
価
の
額

 
１
乗
車
１
０
０
円
（
未
就
学
児
無
料
）
 

回
数
券
１
枚
（
１

,０
０
０
円
１
１
枚
綴
り
で
販
売
）
 

自
家
用
有
償
運
送
と
は

 
 （
道
路
運
送
法
７
８
条
～
７
９
条
）
 

地
域
住
民
の
生
活
の
維
持
に
不
可
欠
な
過
疎
地
や
福
祉
の
輸
送
が
バ
ス
・タ
ク
シ
ー
事

業
で
は
十
分
提
供
さ
れ
な
い
場
合
に
、
自
治
体
や
住
民
、
事
業
者
な
ど
地
域
の
関
係
者

が
合
意
す
れ
ば
、
国
土
交
通
大
臣
等
の
登
録
を
受
け
た
上
で
、
市
町
村
や

N
P
O
等
が
自

家
用
車
を
使
用
し
て
有
償
で
運
送
で
き
る
制
度

 

 趣
旨

  
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
係
る
更
新
登
録
申
請
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
の
添
付
書
類
と

し
て
、
「地
域
公
共
交
通
会
議
に
お
い
て
の
協
議
が
調
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
」が
必
要

と
な
る
た
め
、
協
議
を
お
願
い
す
る
も
の

 

補
足
事
項

 
•
平
成
１
８
年
の
道
路
運
送
法
改
正
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
「許
可
」制
度
で
あ
っ
た
も
の
が
、

「登
録
」制
度
へ
と
変
更

 

•
平
成
２
７
年
４
月
か
ら
登
録
・届
出
は
、
国
土
交
通
省
北
陸
信
越
運
輸
局
長
野
運
輸

支
局
か
ら
長
野
県
の
所
管
に
変
更

 
•
本
会
議
の
承
認
後
、
市
か
ら
長
野
県
に
更
新
登
録
手
続
き
を
実
施
予
定

 

内
容

 

木
曽
平
沢
バ
ス
倉
庫
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地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業

（
陸
上
交
通
：
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
補
助
）

地
域
特
性
や
実
情
に
応
じ
た
最
適
な
生
活
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
保
・
維
持
す
る
た
め
、
幹
線
バ
ス
等
の
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
と
密
接
な
地
域
内
の
バ
ス
交
通
・
デ
マ
ン
ド
交
通
の
運
行
に
つ
い
て
支
援

○
補
助
対
象
事
業
者

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者

又
は
地
域
公
共
交
通
活
性
化
再
生
法
に
基
づ
く
協
議
会

○
補
助
対
象
経
費

予
測
費
用
（
補
助
対
象
経
常
費
用
見
込
額
）
か
ら
予
測
収
益
（
経
常
収
益
見
込
額
）
を
控
除
し
た
額

補
助
内
容

○
補
助
率

１
／
２

○
主
な
補
助
要
件

・
補
助
対
象
地
域
間
バ
ス
系
統
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

又
は
過
疎
地
域
等
の
交
通
不
便
地
域
の
移
動
確
保
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

・
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
バ
ス
系
統
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
機
能
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

・
新
た
に
運
行
又
は
公
的
支
援
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と

・
乗
車
人
員
が
１
人
／
１
便
以
上
で
あ
る
こ
と

予
測
費
用

補
助
対
象

経
費

欠
損

＜
補
助
対
象
経
費
算
定
方
法
＞

予
測
費
用

（
事
業
者
の
キ
ロ
当
た
り
経
常
費
用
見
込
額

×
系
統
毎
の
実
車
走
行
キ
ロ
）

－
予
測
収
益

（
１
）
補
助
対
象
地
域
間
幹
線
バ
ス
系
統
へ
の
接
続

＊
地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
：
黒
字
路
線
、
鉄
軌
道
（
JR
、
大
手
民
鉄
等
）
も
含
ま
れ
る
が
、
地
域
間
幹
線
バ
ス
は
、

幹
線
性
（
複
数
市
町
村
間
、
運
行
頻
度
）
が
必
要

接
続

（
２
）
交
通
不
便
地
域

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
（
路
線
運
行
）

①
過
疎
地
域
等

②
交
通
不
便
地
域
と
し
て
地
方
運
輸
局
長
等
が
指
定
す
る
地
域

接
続

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
（
路
線
運
行
）

接
続

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
バ
ス

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
（
区
域
運
行
）

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統

※
専
ら
政
令
市
等
が
運
行
支
援
を
行
う
も
の
及
び
そ
の
運
行

区
域
の
全
て
が
政
令
市
等
の
区
域
内
で
あ
る
も
の
は
除
外

接
続

補
助
対
象
地
域
間
幹
線
バ
ス

［
政
令
市
等
が
関
わ
る
場
合
］

政
令
市
・
中
核
市
・
特
別
区

政
令
市
等
以
外
の
市
町
村

フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
（
区
域
運
行
）

①
過
疎
地
域
等

②
交
通
不
便
地
域
と
し
て
地
方
運
輸
局
長
が
指
定
す
る
地
域

・
乗
車
人
員
が
１
人
／
１
便
以
上
で
あ
る
こ
と

（
定
時
定
路
線
型
の
場
合
に
限
る
。
）

・
経
常
赤
字
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

補
助
対
象
系
統
の
イ
メ
ー
ジ

地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

地
域
間
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

予
測

収
益

予
測
収
益

（
系
統
毎
の
キ
ロ
当
た
り
経
常
収
益
見
込
額

×
系
統
毎
の
実
車
走
行
キ
ロ
）
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生活交通確保維持改善計画(案)（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

（策定）  令和２年６月２５日      

（名称）  塩尻市地域公共交通会議     

 （代表者名）議長 塩尻市長 小口 利幸 印 

     

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

塩尻市地域内フィーダー系統確保維持計画（令和３年度～令和５年度） 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

塩尻市では、民間路線バスが次々に廃止される中で、中心市街地の活性化の促進と併

せ、車を運転できない高齢者等交通弱者の移動を支援する目的で平成１１年から「塩尻

市地域振興バス」を運行し、市民のニーズに対応するため、これまで様々な変更を加え

てきた。 

現在、本市が運営するコミュニティバスは、ＪＲ塩尻駅前バス乗場を中心として、放

射状に公共施設や病院等を結ぶ９路線と中心市街地にある主要な公共施設や商業施設を

循環する１路線の１０路線で、高齢者等を中心に生活に不可欠な交通として機能してい

る。 

  北小野地区（の一部）は、ＪＲ小野駅があるものの、駅から１ｋｍ以上離れている集

落は、振興バス路線がなければ交通不便地域となっている。 

また、市街地周辺に比べ中山間地域の老年人口割合が高くなる傾向が顕著に出ており、

今後、その生活支援としての交通手段の確保・維持が重要な課題となっている。 

このため、勝弦線（市町村運営有償運送・平成２３年度をもって廃止）に替わり、交

通空白地域である北小野地区（上田、宮前、古町、勝弦）を経路に含む北小野線（平成

２４年度より運行開始）を運行することによって、公共交通空白地域の解消を図りなが

ら、効率的で持続可能な地域内交通を確保・維持するとともに、ＪＲ塩尻駅及びＪＲ小

野駅（地域間交通ネットワーク）に接続することにより、広域的な移動手段を確保する

ことを目的とする。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

北小野線はＪＲ塩尻駅前を起点とし、北小野地区やＪＲ小野駅を経由する経路を１日

４便運行する。（平成２４年１０月から本格運行、平成３０年４月改正） 

平成３１年度事業(平成３０年１０月～令和元年９月)の実績として、一便あたりの平

均乗車人数１１．０人、利用者数１５，０８５人と計画に位置付けられた目標値を達成

したことから、更なる利用者の増加を目指し、１便当たりの乗車人数１１．１人、年間

利用者数１５，１８４人を目標とする。 
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（２）事業の効果 

 

当該路線を維持することにより、交通空白地域が解消され、高齢者等の日常生活に必

要不可欠な移動手段が確保されるとともに、地域間交通ネットワークとの接続により、

広域的な移動手段が確保される。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

実施事業 

・地域振興バス全路線の運行経路図及び運行時刻表の作成・配布 

 ・利用状況を分析するとともに、利用者アンケート等を参考に利便性向上につながる施 

策や運行経路、ダイヤ見直し 

 ・高齢者運転免許証自主返納支援事業による公共交通の利用促進 

 ・「塩尻市地域公共交通網形成計画」の検討 (令和３年４月公表予定) 

実施主体 

・塩尻市地域公共交通会議 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

・運行系統の概要及び運行事業者 

運行系統名 北小野線 

系統区間 【通常運行時】 

（勝弦先廻り）塩尻駅前～塩尻東保育園前～チロルの森前～勝弦詰所

前～小野駅～憑生鮮食品館前～塩尻東保育園前～塩尻駅前 

（古町先廻り）塩尻駅前～塩尻東保育園前～憑生鮮食品館前～小野駅

～勝弦詰所前～チロルの森前～塩尻東保育園前～塩尻駅前 

【冬期迂回時】 

（勝弦先廻り）塩尻駅前～塩尻東保育園前～勝弦詰所前～小野駅～憑

生鮮食品館前～塩尻東保育園前～塩尻駅前 

（古町先廻り）塩尻駅前～塩尻東保育園前～憑生鮮食品館前～小野駅

～勝弦詰所前～塩尻東保育園前～塩尻駅前 

便数／日 ４便 

運行事業者 アルピコタクシー（株） 

 

・運行経路図及び運行時刻表を添付 

・運行予定者 

  運行予定者であるアルピコタクシー（株）（平成２８年４月、信州アルピコタクシー

（株）と合併）は、平成２６年１０月１日にアルピコ交通（株）から当該路線を引き継

いで運行を開始したが、バス営業所、車両、乗務員等一式を引き継ぎ、過去に当該地域

を運行経路に含む路線バスを運行していたことから当該地区の地域特性（冬期間におけ

る降雪・積雪時の安全輸送や緊急時に対する代替ルートなどの道路網を熟知）に対し技

術・知識を有している。 

また、既存の塩尻市地域振興バスを運行しているため、現有車両による効率的運用が

できることや地場産業の育成支援等の内容を総合的に検討し、協議会での協議を経て決

定した。 
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５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 

塩尻市から運行事業者への補助金額については、運賃収入及び国庫補助金を運行経費から

差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

 

 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 

アルピコタクシー(株) 

 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 

 ※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に

準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

 ※該当なし 

 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

 

※該当なし 
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12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

 

 

 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

 

 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

 ※該当なし 

 

 

（２）事業の効果 

   

※該当なし 

 

 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者【車両

減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする

場合のみ】 

 

 ※該当なし 
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16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収

支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した

利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 

 

18．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

  ※該当なし 

 

 

（２）事業の効果 

 

※該当なし 

 

19．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担額

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 

※該当なし 
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20．協議会の開催状況と主な議論 

第１５回 平成２９年６月２６日（平成２９年度 第１回） 

・生活交通確保維持改善計画（Ｈ３０～３２）について協議、承認 

 第１６回 平成３０年１月１０日 (平成２９年度 第２回) 

・平成２９年度事業評価について協議、承認 

第１７回 平成３０年６月１９日 (平成３０年度 第１回) 

・生活交通確保維持改善計画（Ｈ３１～３３）について協議、承認 

第１８回 平成３１年２月５日 (平成３０年度 第２回) 

・平成３０年度事業評価について協議、承認 

第１９回 令和元年６月２７日 (令和元年度 第１回) 

・生活交通確保維持改善計画（令和２年～４年）について協議、承認 

第２０回 令和２年１月２９日 (令和元年度 第２回) 

・令和元年度事業評価について協議、承認 

第２１回 令和２年６月２５日 (令和２年度 第１回) 

・生活交通確保維持改善計画（令和３年～５年）について協議 

21．利用者等の意見の反映状況 

塩尻市地域公共交通会議の構成員に、住民または利用者代表として「塩尻市友愛クラブ(老

人クラブ)連合会」「市内及び経路内１１地区の区長」等の代表者に委嘱をしている。 

また、地区懇談会や社内アンケート調査等により意見を収集し、塩尻市地域公共交通会議

において検討、反映している。 

22．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 
長野県企画振興部交通政策課 

松本地域振興局企画振興課 

関係市区町村 
松本市建設部維持課 

辰野町建設水道課 

交通事業者・交通

施設管理者等 

アルピコタクシー(株)、大新東株式会社、塩尻地区タクシー協議会、長

野県バス協会、東日本旅客鉄道(株)、長野国道事務所、飯田国道事務所

木曽維持出張所、長野県松本建設事務所、長野県塩尻警察署 

運輸局及び地方運

輸局 
北陸信越運輸局、長野運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

塩尻市友愛クラブ連合会、市内各地区区長会長 (全１０地区) 

辰野町小野区長、アルピコ交通(株)、辰野タクシー(株)、信州アルピコ

タクシー労働組合、学識経験者、塩尻市ＰＴＡ連合会、塩尻市社会福祉

協議会、塩尻商工会議所、塩尻観光協会 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）長野県塩尻市大門七番町３番３号    

（所 属）塩尻市建設事業部都市計画課計画係 

（氏 名）太田 貴也              

（電 話）0263-52-0280 (内線 1152)      

（e-mail）toshi@city.shiojiri.lg.jp            
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